
市
露
源
に
つ
れ
、
市
庁
舎
も
次
第
一
し
お
で
お
智
せ
い
た
し
ま
す
。
一
擦

に
狭
〈
な
り
、
各
醐
開
局
は
数
衛
問
問
に
分
一
木
庁
舎
一
随
一
減
数
管
委
員
会
、
土
木
課
は
悶
鱗
業

一
散
し
て
警
の
皆
様
に
は
蓄
に
重
一
援
護
(
農
林
係
、
露
係
、
荷
主
一
室
震
の
分
庁
舎
に
議
事
務
局

一
者
お
か
け
し
て
一
参
り
ま
し
た
。
一

g

庶
務
課
戸
籍
係
、
攻
ス
役
察
、
一
は
議
事
堂
に
従
菜
ど
お
り
で
あ
り
ま

ニ
鱗
緩
釘
村
の
合
併
に
よ
り
、
ま
す
ま
一
本
庁
舎
一
一
階
一

7
0

す
盟
問
臨
時
干
る
大
平
塚
市
に
ふ
吉
わ
し
い
一
市
長
室
、
防
役
箆
、
秘
番
謀
、
庶
務
一

庁
舎
を
新
築
す
忍
必
要
性
は
か
く

ζ
ι
一

一
一
時
計
品
川
刊
誌
斡
一
寵
縁
関
の

一
立
た
撃
の
毒
事
業
、
義
校
一
、

?
#
め
路
牌
輔
、
都
市
街
樹
事
業
等
乙
刊
れ
ら
一

J一
許
認
持
続
開
れ
れ
一
寵
議

w
mを
お
か
け
'
レ
な
い
た
酌
に
滋
数
え
ず
本
一

一
言
霊
へ
分
客
室
築
い
た
し
一
庁
舎
の
増
警
告
バ
各
警
の
一
番
へ
お
掛
け
し
ま
す
告
書
室
換

守
し
で
、
議
書
簡
同
が
移
管
、
六
一
移
転
ま
り
ま
し
た
宅
、
市
疫
所
の
一
が
出
ま
ず
か
ら
、
習
の
課
と
お
名
前
一

一
百
十
一
一
時
よ
り
尊
重
苦
づ
て
お
り
一
望
事
華
麗
仁
誇
示
し
た
幸
一
を
お
っ
し
ゃ
っ
ヱ
下
さ
い
。
一

一
烹τ

一
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

τ

一
尚
市
役
所
の
電
報
交
換
は
平
日
早
…

一
一
基
へ
霊
長
問
、
一
一
J
ヱ
ハ
事
よ
、
一
Z
考
古

g
z

明
-
謹
警
護
係
、
襲
係
)
、
建
築
}
一

}
十
警
鐘
管
理
霊
会
事
務
局
、
書
課
一
二
六
八
漆
の
八
奇
襲
章
一
刊
訂
り
ま

t
=
-
I
t
-
-

百

二
統
妻
、
藤
議
議
員
会
事
務
局

ζ

れ
に
古
筆
ん
ど
お
り
で
あ
り
ま

τ

一
時
間
外
の
喜
並
び
に
直
速
電
話
は

ま
り
善
命
問
の
護
換
え
ふ
あ
り
ま
一
事
前
に
習
号
は
一
、
二
六
一
一
次
の
罪
で
あ
り
ま
す
。
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線
問
外
電
怒

っ
二
六
一
番
宿
直
室
建
築
課
統
計
係

一
言
二
六
二
番
秘
番
線
〈
市
長
室
)
庶
務
課

つ
一
一
六
三
番
秘
書
課
〈
助
役
室
〉
庶
務
課

九
一
一
六
凶
呑
産
業
課
牧
入
役
室
戸
籍
係

つ
二
六
五
番
税
務
課

}
d均
二
六
六
番
厚
生
課
曾
計
謀
、
衛
生
課

一
、
二
六
七
時
骨
議
品
官
事
務
局

一
、
一
一
六
八
番
消
防
本
部

護
噛
鴫
竜
一
一
詰

一
、
四
六
一
審
七
九
八
番
七
九
九
番
事
業
制
問

一
一
一
七O
番
教
育
委
員
舎

て
三
五

O
番
土
木
課
耕
地
婆
理
組
合

選
管
事
務
局

農
業
委
員
会

(分厚襲舎を除く〉

君主

凡
例

傍
観
一
一
世
田
義
母
え

費え

事距

5品

骨
平
硲
間
剖

教理事tE 
一
一
枠
内
平
面
必



れ
は
な2

せ
ん
。
寄
生
虫
悪
霊
一
わ
れ
ま
す
が
、
と
れ
は
す
べ
て
に
応
用
一
言
主
い
病
気
で
告
。
一
一
一
一
、
示
襲
、
書
水
、
川
水
等
の
と
民
一
驚
の
も
の
(
音
頭
認
)

だ
げ
で
な
〈
果
実
に
も
聾
の
つ
り
皮
一
す
る
わ
け
に
は
君
主

A
o
そ
乙
で
一
八
、
高
と
ほ
シ
ゲ
ラ
菌
、
フ
レ
キ
シ
一
震
に
よ
っ
て
義
す
る
震
で
あ
ニ
襲
と
ど
名
で
二
種
類
ド

に
も
飛
ん
でj
-
U串
ほ
乙
り
の
中
に
良
一
充
分
水
銑
す
る
乙
と
、
'
辞
ん
で
よ
く
一
本
ル
菌
、
ソ
ン
ネ
環
ホ
イ
ド
重
る
。

a
J

李
る
も
露
。

一
の
あ
か
の
店
主
苦
言
れ
ま
す
揮
を
潜
戸
一
号
一
に
よ
っ
語
る
病
気
で
混
に
尊
し
一
十
ニ
、
震
と
は
麗
に
獲
量
審
議
裏
切
雪

一
々
な
ん
と
脅
つ
で
も
損
害
感
護
一

ζ

れ
ば
謡
、
霊
議
長
還
し
一
て
い
る
の
は
フ
レ
キ
シ
ネ
量
子
一
郎
、
震
の
寝
室
の
議
、
重
一
七
汚
=
千
百
(
一
一
千
百
露

一
は
誇
鵬
廷
で
す

o

麗
は
熱
湯
に
つ
一
た
書
室
塁
手
。
一
ン
ネ
菌
で
あ
る
。
一
思
想
の
低
下
等
の
号
、
加
う
る
に
一
宮
る
も
の
は
事
〉

時
一
け
れ
ば
ニ
二
言
警
護
す
る
と
い
一
一
九
、
高
と
は
現
に
ま
雲
が
そ
の
一
我
々
の
警
警
の
童
話
し
て
重
量

笈
の
た
一
ベ
ホ
の
に
は
、
ろ
い
ろ
あ
り
一
昨
日
訟
に
よ
る
の
で
す
。
便
所
な
り
出
て
一
.
一
一
一

一
一
一
主
な
伝
染
源
と
な
っ
て
万
廷
す
る
豆
大
抽
出
汀
を
采
し
で
い
る
繰
る
べ
き
伝
一
応
募
者
は
住
所
民
名
を
籾
思
し
干

語
、
免
づ
冷
ゃ
っ7
認
知
策
、
す
一
果
て
よ
〈
手
を
滋
わ
な
い
で
審
議
一

i
i
j
p
p
p
p

一
一
一

一
一
一
気
で
あ
る
。
一
議
で
あ
る
。
一
需
嚢
挙
管
翠
員
会
露

持
続
詳
許
制
一
い
川
町
村
山
同
日
目
泣
い
一
藤
鱗
患
は
一
十
、
普
段
容
器
著
者
(
一
十
一
一
一
、
高
言
語
十
霞
一
〉
量
の

E

号
、
そ
の
考
l
i
f
曹
の
が
か
っ
長
で
賀
わ
な
主
と
一
家
夢
一
弱
者
三
襲
警
の
多
一
喜
重
要
キ
量
雪
量
麗

態
一
審
員
盛
夏
袋
、
消
佑
一
ん
だ
旦
?
と
が
あ
り
ま
す
。

1
4
4
5
2
4
i
j

一
ぃ
震
で
あ
る
。
一
地
て
需
要
の
大
き
い
襲
で
あ
一
警
護
。
古
言
。
サ
ト
ゥ
、

一
一
“
一
十
一
、
議
長
務
に
墨
室
長
餓
一
る
。
一
歩
?
。
会
審
融

2

作
診
の
高
い
と
と-b
E
J

億
慰
安
一
ベ
警
産
物
は
撃
な
う
ち
に
食
べ
一
一
、
覇
と
は
世
界
間
見
ら
れ
る
が
一
地
善
指
導
に
努

L
そ
の
重
一
一
一

ゴ
い
ぷ
づ
膏
と
し
て
ば
襲
、
し
ょ
一
な
い
ー
と
線
量
量
産
宣
り
一
塁
だ
げ
の
病
気
で
あ
る
。
一
事
い
襲
で
君
。
一
一
一
、
襲
、
毒
素
早
容
の
憲
一
一
色
忠
義
交
渉
き

噛
柄
拘
ぅ
。
し
か
し
食
べ
る
の
位
ち
ょ
っ
毒
一
事
。
一
震
な
室
長
本
ほ
ど
義
患
者
一
四
、
義
主
混
じ
警
か
ち
郡
部
へ
一
一

つ
針
転
Y誠
九
一
信
号
詰
竹
山
口
付
一

q
i
iな
E

あ
お
パ
日
滝
川

M
F一
「
器
開
判
撞
欝
航
空
離
れ
申
伺

一
輔
唱
で
す
一
み
づ
み
づ
し
い
襲
は
轟
を
そ
そ
る
一
一
一
、
常
務
金
量
惑
に
せ
、
空
一
の
多
い
襲
で
あ
る
が
混
暴
喜
一
…
界
選
各
一
繍
に
つ
き
吾
、

岸
章

2
2
E

み
は
あ
ぶ
な
い
、
一
に
充
せ
で
す
。
む
し
題
点
体
奇
襲
一
率
き
致
事
が
持
委
し
く
祭
一
づ
む
の
一
重
も
多
い
。
一
五
ミ
一

ア4ス
#
ヤ
シ
ヂ
ι
嵩
君
"
一

j

一
!
;
言
。
一
六
、
警
護L
九
才
川
や
の
話
一
募
集

4
h

つ
い
て
一
襲
撃
に
は
各
一

ぞ
漁
村
山
知
足

U
日
目
、
一
ど
け
い
れ
一
日
の

E
は
抗
生
物
質
量
う
絡
が
一

g

六
警
占
的
語
気
て
?
一
2
4
y
i

一
、00
0
汚

ア
イ
ス
キ
ヤ
一
を
で
き
う
り
や
ト
マ
ト
、
キ
ャ
ベ
ツ
一
大
古
い
、
し
か
し
露
の
審
章
一
襲
で
は
そ
れ
が
九
割
八
分
に
逮
す
一
華
麗
公
翼
謹
彊
致
事
一
撃
の
一
ィ
望
書
が
選
挙
の
審
議
警
護

喜
一
日
制
時
間
約
五
位
口
一
口
一
語

U
M向
山
?
か
ら
し
勺
十
と
は
現
註

o
f
女
一
十
在
日
誌
は
語
長
一
向
日
明
口
一
日
間
時
間
話

ヲ
乏
な
り
ま
1
#
加
点
り
で
ふ
る
っ
て
応
謹
一
を
実
現
し
、
民
主
政
掛
あ
議
礎
を

一
下
さ
る
よ
う
お
額
い
い
た
し
ま
す
。
一
昨
暫

2
欝
署
内
問2
k

九
震
に

公
開
選
挙
の
歌
募
集
規
定
一
よ
る
私
め
と
す
る
。

③
市
内
容
一
口
留
民
飲
鼠
の
も
の
(
行
抽
出
邸
〉

U
 

も

王手塚七夕まつ 9 I主.， !!!-3 a よ lj .，沼 7 笥まで 5 日間

平塚市周辺よ b 毎民数万人の人を吸収して盛大をき
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ド判官鰐ロ i火〉
官認〈火)j 11 a(水〉

制官琵〈水)I 1 践は}

思{金)

a (土〉

百〈日〕

で
窓
織

田H
窓
箆
緩
議
競
技
捕
時
騒
九

世
校
体
響
遊
間
時

1
間
同
蕊

競
技
連
緩

て
後
援

文
部
省
、
神
奈
川
熊
)
抽

脊
議
宙
開
議
、
平
四
幡
市
、
畳

一τ
潮
騒

昭
和
一
一
十
九
革
七
月
一
一
一
十
一

開
会
開
午
熊
九
時
醐
開
始

会
場

わめた

私
た
拡
が
身
の
制
醐
り
争
講
師
特
に
す
る
鍔
同
開
条
特
例
区
及
立
巾
の
区
域
を
特

8
特
別
清
掃
地
域
内
の
ヱ
地
又
は
建
腕
努
で
の
他
の
公
共
の
水
滋
に
ご
み
汚
物
の
収
集
、
遼
磯
交
は
絡
骨
堂
甘
第
十
七
品
開

1

第
十
九
品
開
袋
路

ζ

と
は
橋
広
の
籍
照
鍾
を
解
決
す
る
判
明
裂
露
地
綴
と
寸
る
(
仮
設
省
絡
〉
の
出
有
者
一
は
、
そ
の
土
地
文
は
建
物
又
は
ふ
ん
尿
を
稽
で
る

ζ

と
。
畑
出
わ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
0
1
(

語
致
濃
町
徴
攻
〉

本
で
あ
り
潜
掃
を
な
お
ぎ
り
に
し
て
橋

2
禽
町
内
の
汚
物
の
う
ち
、
焼
却
、
滋
設
等
し
、
終
末
処
磁
場
の
あ
一
也
下
水
道

6
市
防
J村
長
は
、
第
一
療
の
許
可
争
議
第
一
一
十
条
市
町
民
語
、
市
前

著
論
ず
る
の
は
お
か
し
い
こ
と
で
す
(
糟
害
保
持
)
の
方
法
に
よ
り
容
易
に
衛
生
約
な
処
に
ふ
ん
尿
を
捨
て
る
こ
と
は

ζ

の
け
た
需
、
そ
の
業
費
関
与
会
う
汚
物
の
藁
及
び
穿
に
一

毎
年
警
す
る
需
主
露
出
闘
は
渚
第
五
条
特
別
草
地
筋
肉
の
土
地
文
孝

T
る
こ
と
が
で
き
る
荷
物
は
、
駿
り
で
な
い
。
十
一
品
開
の
議
官
護
し
、
又
議
議
室
前
雪

ι
Z
革
、

搭
不
充
分
し
が
ら
と
雪
つ
で
も
滋
嘗
で
は
は
建
物
の
占
有
者
〈
占
有
者
が
な
い
な
る
べ
く
間
切
り
処
分
す
る

4
つ
に
つ
}
一
一
政
帝
で
定
約
る
海
域
に
ふ
ん
尿
一
一
壊
の
規
定
に
よ
る
ほ
綴
の
制
削
除
者
数
料
品
官
一
敏
状
守
る
こ
と
が
ポ

あ
り
ま
す
ま
い
。
一
度
私
た
ち
合
翻
り
場
合
に
は
、
管
理
者
と
す
る
。
以
下
と
出
る
と
と
も
に
、

g
ら
処
分
し
な
を
捨
で
る
ζ
ょ
。
し
く
は
袋
件
世
相
し
又
は
前
ニ
寝
の
筑
(
国
罰
則
V

を
見
で
下
さ
い
、
必
ず
湾
捕
し
な
け
れ
荷
じ
こ
は
、
そ
の
土
地
文
は
建
物
い
汚
物
に
つ
い
て
も
、
食
物
の
燦
路
第
十
一
一
条

J

第
十
四
条
佐
官
締
結
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
]
替
第
ニ
十
一
条

t

第
ニ
十
一
一
一
議

ば
怒
り
な
い
警
が
あ
る
は
ず
で
す
。
寄
草
案
除
し
毒
害
保
つ
物
と
そ
の
他
の
ご
み
を
各
慰
霊
(
読
取
扱
警
告
を
発
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
第
二
十
四
条
公
害
の
翠
「

襲
に
つ
守
護
さ
れ
て
い
た
震
を
も
に
、
書
き
議
蓄
を
に
ま
る
母
、
市
町
村
の
雪
汚
物
第
十
五
条
監
事
譲
内
に
お
い

4
お
継
続
し
て
乙
か
り
の
震
実
を
み
だ
り
毎
土
雲
号
1

掃
除
法
は
畳
一
早
社
会
の
町
議
…
に
そ
わ
な
衛
生
約
に
総
馨
漏
出
し
な
げ
れ
ば
な
の
務
室
び
処
分

J
L協
力
す
る
よ
う
ず
ほ
、
そ
の
地
域
の
市
町
村
長
の
行
っ
た
喜
一
号
、
そ
の
軒
河
受
取
り
行
為
脅
し
た
惹
竺
一
一
方
向

く
な
っ
た
た
め
、ζ
れ
に
か
わ
っ
て
薮
醐
則
合
又
は
拘
国
閣
議
し
く
は
制

し
く
滑
網
開
法
が
七
月
一
時
よ
り
施
行
さ
す
る
。

い
軒
計
約
刊
誌
は
す
の
あ
川
抗
議
揺
法
制

V

金
金
れ
ま
し
詑
制
第
一
一
十
時
第
一
一
言

歯
師
抽
出
組
終
〈
麹
汀
郷

5

〈
民
的
)
主
ア
あ
法
禽
は
間
昭
和
一
一
十
九
店

第
一
条
ζ

の
談
穣
は
、
汚
物
を
衛
生
ら
な
い
。
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
を
受
け
な
け
れ
は
、
汚
物
の
消
し
、
又
は
婦
問
脅
定
的
て
、
そ
の
鼠
か
肉
強
庁
り
す
る
。

的
に
怨
揮
し
、
生
活
譲
歩
♂
清
潔
に
お
駒
の
処
分
)
第
七
条

i
第
十
条
会
路
状
策
、
議
警
は
処
分
を
業
と
し
業
務
全
甘
う
一

ζ

毒
禁
止
す
るζ
と

2
1
w同
省
絡

す
る
ζ
と
に
よ
り
、
公
衆
衛
生
の
向
第
六
条
市
町
村
は
特
別
瞳
譲
議
内
禽
物
の
嚢
器
用
主
て
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
が
で
当
為
。
ζ
の
法
律
は

上
y
d間
同
る
乙
と
を
底
的
と
す
る
。
の
土
地
又
は
獲
物
の
占
有
者
巳
ょ
っ
第
十
一
条
何
人
も
、
み
だ
り
に
左
に
お
前
壊
の
許
可
に
段
、
鏡
昭
彦
前
し
、

8

省
略
文
化
欝
援
を
白
に
す
る
私
た

t

第
一
一
謀
議
階
て
集
一
町
ら
れ
た
汚
物
を
二
祭
器
掲
げ
る
行
委
与
は
な
ら
な
い
。
富
の
盗
容
を
つ
一
ζ

島
で
き
る
へ
大
第
一
皆
実
施
)
の
位
な
こ
と
科
当
然
警
し
作

(
怨
輯
)
鴎
に
従
っ
て
牧
集
し
、
乙
か
ぜ
処
分
一
特
溺
清
掃
地
域
若
し
く
は
撃
節
昨
持
続
を
定
的
、
文
は
諜
境
福
相
談
上
必
第
十
六
条
建
物
の
占
有
者
は
、
建
物
な
ら
な
い
と
向
笹
つ
最
低
の
線
晶

一
一
一
一
条
乙
の
法
季
語
儲
」
と
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
議
問
清
掃
地
域
文
は
乙
与
の
一
議
要
な
条
件
露
寸
る
乙
と
が
で
き
る
内
を
金
般
に
わ
た
っ
雇
用
だ
す
る
て
い
る
に
滋
ぎ
ま
せ
ん
。
警

ご
み
、
燃γえ
が
ち
、
汚
で
い
、
ふ
ん
鴨
内
役
処
叶
は
、
政
令
で
定
的
る
益
輝
の
地
先
潜
函
〈
海
岸
か
ら
一
一
一
白
〆

3
袋
路
た
町
、
毎
年
一
殴
以
上
、
市
町
村
長
環
境
衛
生
の
向
上
に
鈎
協
辺
お

際
及
玄
人
、
ね
ζ

、
ね
ず
み
等
の
犯
に
従
い
、
衛
政
的
に
行
わ
れ
な
け
れi
ト
ル
以
内
に
限
る
。
〉
に
お
い
4

第
一
項
の
許
可
を
品
目
げ
た
者
は
、
特
が
定
め
る
震
調
に
従
い
、
大
議
除
を
援
も
ま
ち
も
清
鍔

ι
な
っ
て
、

体
を
い
う
。
ば
な
ら
な
い
。
て
間
同
聞
を
務
、
る

ζ

と
。
別
清
錦
地
柏
崎
内
に
お
い
て
は
、
政
令
実
施
し
な
け
れ
は
な
ぢ
な
い
。

(
終
的
譜
第
明
日
〉

O
A省
略
一
一
下
水
一
苧
は
沼
山
、
選
出
、
出
酬
で
定
的
叩
塞
湾
縫
い
、
宝
簡
に

2
1
8

環
省
際


